
    

不服申立て事案の事務処理の迅速化について 

 

平成 17 年８月３日 

情報公開に関する連絡会議申合せ 

 

 

  不服申立てを受けた事案については、簡易迅速な手続により、権利利益の

救済を図ることが重要である。情報公開法の制度運営に関する検討会報告に

おいても、改善事項として、「審査会への諮問については、不服申立てを受け

た行政機関等により可能な限り速やかに諮問を行われるようにする必要があ

る」とともに、「答申を受けてから裁決・決定までの事務処理が迅速かつ円滑

に行われるようにする必要がある」と指摘されている。 

  このため、以下のとおり、不服申立て事案の事務処理の迅速化に関する取

扱方針を定めるものとする。 

 

 

Ⅰ 審査会への諮問 

 

 ① 諮問の迅速化 

各行政機関は、不服申立てがあった場合、的確な事務処理の進行管理を

徹底することにより、可能な限り速やかに審査会へ諮問する。諮問するに

当たって改めて調査・検討等を行う必要がないような事案については、不

服申立てがあった日から諮問するまでに遅くとも30日を超えないようにす

るとともに、その他の事案についても、特段の事情がない限り、遅くとも

90 日を超えないようにすることとする。なお、いずれの場合についても補

正に要した日数は除く。 

② 「特段の事情」により諮問までに長期間を要した事案の公表 

特段の事情により、不服申立てがあった日から諮問するまでに 90 日を超

えた事案については、諮問までに要した期間、その理由（特段の事情）等

について、年１回、国民に分かりやすく公表することとする。 

③ 事案処理の進行状況等 

不服申立てを受けた行政機関は、不服申立人の求めに応じて、事案処理

の進行状況と見通し等を回答するものとする。 

 

（説 明） 

 

(1) 諮問の迅速化 

   不服申立て事案は、その内容、関係する行政文書の内容、量等により様々



    

であり、また、諮問に当たっては事実確認や第三者意見聴取等の調査・検

討等必要となる手続が多様であり、一律に諮問までの事務処理期間を定め

ることは困難である。 

そのため、各行政機関は、的確な進行管理を徹底することにより、迅速

かつ円滑な事務処理の確保を図ることとするが、改めて調査・検討等を行

う必要がないような事案については、不服申立てがあった日から諮問する

までに遅くとも 30 日を超えないようにするとともに、その他の事案につい

ても、特段の事情がない限り、遅くとも 90 日を超えないようにすることと

する。 

なお、事案に応じて可能な限り速やかに諮問すべきことは当然である。 

諮問に当たって改めて調査・検討等を行う必要性が低い事案としては、

例えば、以下のようなものが想定される。 

① 異議申立てされている事項について、改めて調査・検討等を行う必要

性があるような特段の理由等が申立人から示されていない場合 

② 過去に審査会に諮問し、原処分が妥当である旨の答申が出ている事案

と同様の事案について、同様の不服申立てが行われていて、これをその

まま当てはめられる場合 

③ 同様の行政文書について、開示・不開示の判断の先例がそのまま当て

はめられる場合 

 

また、不適法な不服申立てとして却下するような場合、不服申立てに係

る開示決定等を取り消して全部開示する場合は、諮問を要する事案には当

たらないが、これについても同様の趣旨で、可能な限り速やかに裁決又は

決定を行う必要がある。 

 

 (2)「特段の事情」により諮問までに長期間を要した事案の理由等の公表 

   的確な進行管理の下で事務処理を行っているものの、特段の事情により、

不服申立てがあった日から諮問するまでに長期間を要した事案については、

事務処理の透明性を確保する観点から、諮問までに要した期間やその理由

等について、年１回、国民に分かりやすく公表することとする。当面は、

不服申立てがあった日から諮問するまでに90日を超えた事案を公表の対象

とする。 

   特段の事情としては、例えば、以下のようなものが想定される。 

① 申立人が行政不服審査法に定める口頭意見陳述の機会を審査会に諮問

する前に設けることを求めており、当該手続の実施に時間を要する場合 

② 対象文書が著しく大量であって、調査・検討に時間を要する場合 

③ 不服申立てに係る事案の処理が特定の課室に著しく集中している場合 

④ 不服申立てに係る事案の処理以外の業務が著しく繁忙な場合 

 



    

公表方法としては、施行状況調査を活用する。その際、特段の事情があ

って事案の処理に時間を要したということについて、国民がその事情を十

分に理解することができるよう、その理由等について可能な限り明確かつ

具体的に記載することとする。 

 

(3) 事案処理の進行状況等 

事務処理の透明性を確保する観点からは、不服申立人に対して的確に情

報を提供することも重要であり、すべての不服申立てに係る事案について、

不服申立人の求めに応じて、事案処理の進行状況、見通し等について回答

するものとする。 

 

 

 

Ⅱ 答申後の裁決・決定 

 

① 裁決・決定の迅速化 

各行政機関は、審査会から答申を受けた場合、的確な事務処理の進行管

理を徹底することにより、可能な限り速やかに裁決・決定する。原処分を

妥当とする答申などにあっては、答申を受けてから裁決・決定するまでに

遅くとも 30 日を超えないようにするとともに、その他の事案についても、

特段の事情がない限り、遅くとも 60 日を超えないようにすることとする。 

② 「特段の事情」により裁決・決定までに長期間を要した事案の公表 

特段の事情により、答申を受けてから裁決・決定するまでに 60 日を超え

た事案については、裁決・決定までに要した期間、その理由（特段の事情）

等について、年１回、国民に分かりやすく公表することとする。 

③ 事案処理の進行状況等 

不服申立てを受けた行政機関は、不服申立人の求めに応じて、事案処理

の進行状況と見通し等を回答するものとする。 

 

（説 明） 

 

(1) 裁決・決定の迅速化 

各行政機関は、的確な進行管理を徹底することにより、迅速かつ円滑な

事務処理の確保を図ることとするが、原処分を妥当とする答申などにあっ

ては、答申を受けてから裁決・決定するまでに遅くとも 30 日を超えないよ

うにするとともに、その他の事案についても、特段の事情がない限り、遅

くとも 60 日を超えないようにすることとする。 

なお、事案に応じて可能な限り速やかに裁決・決定すべきことは当然で

ある。 



    

 

(2) 「特段の事情」により裁決・決定までに長期間を要した事案の公表 

   的確な進行管理の下で事務処理を行っているものの、特段の事情により、

審査会の答申を受けてから裁決・決定するまでに 60 日を超えた事案につい

ては、事務処理の透明性を確保する観点から、裁決・決定までに要した期

間やその理由等について、年１回、国民に分かりやすく公表することとす

る。 

   特段の事情としては、例えば、以下のようなものが想定される。 

① 不服申立てに係る事案の処理が特定の課室に著しく集中している場合 

② 不服申立てに係る事案の処理以外の業務が著しく繁忙な場合 

③ 対象文書が相当程度に大量であり、裁決・決定を行うに当たって、答

申に基づき、個別具体的に当てはめを行う必要がある場合 

  ④ 答申後に、申出人から審査庁に対し行政不服審査法に定める口頭意見

陳述の機会を求める申立てがあり、そのための手続等に時間を要する場

合 

 

公表方法としては、施行状況調査を活用。その際、特段の事情があって

裁決・決定に時間を要したということについて、国民がその事情を十分に

理解することができるよう、その理由等について可能な限り明確かつ具体

的に記載することとする。 

  

(3) 事案処理の進行状況等 

事務処理の透明性を確保する観点からは、不服申立人に対して的確に情

報を提供することも重要であり、すべての不服申立てに係る事案について、

不服申立人の求めに応じて、事案処理の進行状況、見通し等について回答

するものとする。 

 


